
循環型社会の流れ ごみ処理基本計画の策定 ※検討メニュー(例)

ごみ処理基本計画は「廃棄物処理法(第６条第１項)」に基づいて、廃棄物に関して地方公共団体が策定するマスタープランです。
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① ごみ発生量 

② ごみの分別種類、有料化

③ 収集運搬計画 

④ 中間処理法 

⑤ 最終処分 

ごみ処理基本計画では、地方公共団体

が責任を負う一般廃棄物の処理・処分に

関して、「循環型社会」の形成に必要と

なる下記（➀～⑤）の内容を検討・整理

した行政計画となります。 

循環型社会形成推進地域計画の策定
補助の対象地域 

市町村（人口５万人以上、または、面積４００ｋ㎡以上の計画対象地域） 

循環型社会を形成するための地方公共団体の役割 

 地方公共団体は、地域づくりを推進していく上で重要課題の一つである循環型社会を

形成するため、地域の自然的・社会的条件に応じた【法・条例の着実な施行】や【廃棄物

等の適正な循環的利用及び処分の実施】、さらに、各主体間の【コーディネーター】として

の役割を果たすことが期待されています。 

➀ 廃棄物の分別収集・適正処理はもとより【経済的手法などを必要に応じ適切に

活用した３Ｒの推進】や【廃棄物処理施設などの公共的施設の整備】を図る。

② 地域の取組のコーディネーター及び主たる推進者としての役割を踏まえ、ＮＰ

Ｏ・ＮＧＯ等の民間団体や事業者などと協力して、【地域住民のライフスタイル

の見直し】を支援する。 

「ごみ処理基本計画」・「循環型社会形成推進地域計画」の策定を支援します!!
復建調査設計株式会社

環境部 新エネ・資源循環課

ＴＥＬ 050-9002-1747

ＦＡＸ 082-506-1892

広島県広島市東区光町2-10-11

２１

３
循環型社会形成 

地域計画書の作成

国及び都道府県とともに、

「循環型社会形成推進協議

会」を設け、構想段階から協働

し、２Ｒ推進のための目標と

それを実現するために必要な

事業などを記載した「循環型

社会形成推進地域計画」を

作成します。 

１ 環境大臣に提出し、

承認を得る 

計画書を地方公共団体が都道

府県を経由して環境大臣に

提出し、承認を受けます。 

２ 交付金申請書の作成

計画についての事業費を整理

し、申請書を作成します。 

３ 事後評価書の作成

計画期間終了時に、目標達成

状況に関する事後調査を行い

ます。 

４

さらに、自らも事業者としてグリーン購入や環境管理システムの導入など循環型社会の

形成に向けた行動を率先して行うことが求められています。

③ 環境に配慮されたグリーン製品・サービスや地産商品の推奨・情報提供を行う。

新たな施設の検討 

既存データ整理 

ごみの組成調査 

ごみのアンケート調査 

減量化・資源化の目標設定 

既存施設の 

処理能力・規模の反映 

具体的には……

◎ごみの発生・排出抑制の検討 

⇒ 粗大ごみの対処目や料金の検討、過剰包装自粛協力店の検討など 

◎廃棄物の循環についての検討 

⇒ 地域回収拠点の設置など集団回収の検討、事業系リサイクルの検討

◎参加と協働の検討 

⇒ 既存施設での環境教育の検討、グリーン購入計画の検討など 

◎施設整備の検討 

⇒ 処分場の延命化の検討、リサイクル施設の検討、新規処分場の検討など

※検討メニュー(例)

地方公共団体では

廃棄物を適正に処理・

処分するとともに、

積極的にリサイクル

する「循環型社会」の

形成に資することが

求められています。

将来のごみ量推計(例)

計画内では、将来のごみ発生量を予測し、精度の高い目標を設定します。


